
様式第25号(第30条関係) 

第1面 

屋外広告業登録申請書 

【第2面へ続く】 

※　下記の枠内は記入しないでください。 

 

 令和３年４月１日　 

 

　(宛先)高崎市長 

 

申請者　住所　〒370-0000　　　　　　　　　 

高崎市○○町６７８地９０ 

商号　景観広告株式会社 

氏名　代表取締役　景観　太郎 

電話番号　０２７（３２１）○○○○　　
 　 法人にあっては、主たる事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名
 

　高崎市屋外広告物条例第36条
第1項 

第3項

の規定により、関係書類を添えて、次のとおり屋外広告

 業者の登録(更新の登録)を申請します。
 

登録の種類
■　新規 

□　更新

登録番号 

※新規登録の場合は記

入しないでください

高広(　)第　　　　　　　号 

更新時記入

 登録年月日 

※新規登録の場合は記

入しないでください

年　　　月　　　日 

更新時記入

 個 人 ・ 法 人 の 別 　■　法人　　　　　□　個人
 

フ リ ガ ナ 

商 号、氏 名

及 び 生 年 月 日 

　法人にあっては、名

称、代表者の氏名 及

び生年月日

ｹｲｶﾝｺｳｺｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　　ｹｲｶﾝ　ﾀﾛｳ 

景観広告株式会社　　　代表取締役　　　景観　太郎 

 

 

 

生年月日　昭和３０年１０月２５日　
 

住 所 

　法人にあっては、主

たる事務所の所在地

〒370-0000 
高崎市○○町６７８地９０ 

電話　０２７（３２１）○○○○　

 高崎市の区域内において営業を行う営業所
 

名称 所在地
フリガナ 

業務主任者の氏名
資格名及び交付番号等

 
景観広告株式会社 

本店

〒370-8501 
高崎市高松町３５番地１ 

電話０２７（３２１）○○○○

　ｹｲｶﾝ　ﾀﾛｳ 

景観　太郎

屋外広告士 

１２３４号

 
景観広告株式会社 

前橋営業所

〒371-0000 
前橋市大手町２丁目１２番地１ 

電話０２７（８９８）○○○○

　ｺｳｺｸ　ｼﾞﾛｳ 

広告　次郎

高崎市屋外広告物講習

会 

５６７８号
 

　
〒 

電話　　　(　　　)　　　
　 　

 

受

付

　

決 裁 欄
手数料　　　　　　　円  担当 担当係長 課長

 

　 　 　
通知日 

年　　月　　日　

記入例 

（法人の場合） １部提出してください。 

本社（本店）だけの場合

は社名のみで可。

高崎市外にある営業所が高崎市内で営業す

る場合は、その営業所も記入が必要。 

なお、営業所とは広告物等の表示又は設置

に関して、常時請負契約を締結する等営業

の場所的中心となる営業所をいい、単なる

作業所、連絡事務所等は該当しません。

押印は不要です。 



第2面 

※令和８年４月１日から、住民票の抄本及び登記事項証明書の添付は省略となりました。 
　登録申請者が個人（未成年者含む）の場合、マイナンバーカード（表面）のコピーを添付して 
ください。

 
法人である場合の役
員(業務を執行する
社員、取締役、執行
役又はこれらに準ず
る者)の職氏名

職名
フリガナ 
氏 名

 
　代表取締役

　ｹｲｶﾝ　ﾀﾛｳ 
景観　太郎

 
　取締役

　ｺｳｺｸ　ｼﾞﾛｳ 
広告　次郎

 
　取締役

　ﾀｶｻｷ　ｻﾌﾞﾛｳ 
高崎　三郎

 
　 　

 
　 　

 未成年者である場合
の法定代理人の氏名
及び住所 
　法定代理人が法
人である場合に
あっては、名称、
代表者の氏名及
び主たる事務所
の所在地

フリガナ 
氏 名

生年月日　　　　　年　　月　　日
 

住 所
〒 
 
電話　　　　(　　　)

 法定代理人が法人で
ある場合の役員(業
務を執行する社員、
取締役、執行役又は
これらに準ずる者)
の職氏名

職名
フリガナ 
氏 名

 
　 　

 
他の地方公共団体に
おける登録番号

登録を受けた
地方公共団体

登録年月日 登録番号

 
　群馬県 平成２０年４月１日 群広（１）第４４４４号

 
　

　
　

 
　 　 　

 
　 　 　

 
　 　 　

 
主たる業務の内容 　屋上広告物、壁面広告物の設計・製作・施工

 
そ の 他

　○○県屋外広告美術業協同組合組合員 
　○○市屋外広告業組合組合員

 
添付書類 
　■誓約書(様式第26号) 
　■業務主任者となる資格を証する書面の写し 
　□【登録申請者が個人(未成年者含む。)の場合】本人の略歴書(様式第27号)及び住民票の抄本 
　□【登録申請者が未成年者の場合】法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員を含む。)

の略歴書(様式第27号)及び法定代理人の住民票の抄本(法定代理人が法人の場合は登記事項証
明書(履歴事項全部証明書)) 

　■【登録申請者が法人の場合】法人の略歴書及び役員全員の略歴書(様式第27号)及び法人の登記
事項証明書(履歴事項全部証明書) 

※　住民票の抄本及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、3か月以内のもので、コピーは不
可

各自治体の登録番号を全て記入。 

※欄が足りない場合は別紙可

屋外広告物関係の組合等

に加入している場合に、そ

の団体名を記入。 

法人の役員とは 

　○株式会社・有限会社の業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準じる者であり、「登記事項全部証明書」

に記載されている者 

　○委員会等設置会社の常勤の執行役 

　○合名会社の社員、合資会社の無期限責任社員 

　○法人格のある組合の理事 

　※監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は役員に含ま

れません。 

　※欄が足りない場合は別紙可 


